
宮城県地域共生社会推進会議
運営方針



目的
少子高齢化や核家族化の進行など，地域社会を取り巻く環境の変化等によ

り，地域住民が抱える生活・福祉課題が多様化・複雑化していることから，さま

ざまな課題を抱えた人を受け止め，円滑に支援へつなげられる包括的な支援

体制の構築や，地域住民の参画と協働により誰もがともに支え合う地域共生

社会の形成が求められている。

宮城県と県社協は，県内市町村，市町村社会福祉協議会のほか，地域福祉

に携わる各種団体等が連携・協力し，地域共生社会の理解とつながりを深め，

地域共生社会の実現に向けた機運を醸成するとともに，構成員等の取組を推

進するため，宮城県地域共生社会推進会議を設置する。



組織
○構成員

本推進会議の目的及び活動に賛同する県内市町村，市町村社会福祉協
議会，各種福祉関係団体等

○役員
会長 宮城県知事
副会長 宮城県社会福祉協議会会長

宮城県，県社協が中心となり，県内市町村，市町村社協，

各種福祉関係団体が連携・協力し，地域共生社会の実現に
向けた機運を醸成するとともに，構成団体の取組を推進！



活動内容
（１）地域共生社会に関する情報の提供や理解の促進に関すること。

（２）参加構成員相互の活動紹介や情報交換，課題共有に関すること。

（３）地域共生社会の実現に向けた各地域の実態把握と取組の支援に関すること。

（４）地域共生社会の実現のため，包括的支援体制を担う人材の育成。

（５）その他，地域共生社会の推進に資すること。



活動内容
（１）地域共生社会に関する情報の提供や理解の促進に関すること。

 県内で制度や分野を超えて取り組んでいる活動や県外の先駆的な取組
等を紹介し，構成員で共有

 地域共生社会の実現をテーマとして，県内外の有識者を招いたセミナー
や講演会を実施し理解促進を図る。

（２）参加構成員相互の活動紹介や情報交換，課題共有に関すること。

 参加構成員相互の地域活動状況について情報交換を実施。

 その中で，地域における課題や優良事例を構成員相互で共有し，各地域
の取組に活かす。



◆ 推進会議の下に「専門部会」を設置 年6回程度開催予定

専門部会では，個別課題に応じて，該当する推進会議構成団体様にお声
がけし，具体的な支援策等の検討を行っていきます。

具体的な取組

活動内容
（３）地域共生社会の実現に向けた各地域の実態把握と取組の支援に関すること。

 各地域の地域資源を調査し，調査結果をデータベース化

 福祉関係団体等における地域づくりに係る取組を支援

 市町村における包括的支援体制の構築を目的とした事業である，重層的
支援体制整備事業の実施に向けた取組を支援



活動内容
（４）地域共生社会の実現のため，包括的支援体制を担う人材の育成。

 包括的支援体制を担う人材を育成する研修を実施

○ コミュニティソーシャルワーカー実践研修

○ コミュニティソーシャルワーカーステップアップ研修

→ コミュニティソーシャルワークの役割・機能・実践方法等を学び，コミュニティソーシャ
ルワークの基礎的な知識や技法を習得する。

→ 地域の生活課題の解決に向けて，多職種多機関と協働し，地域のニーズ把握・分

析から社会資源の開発や改善，地域の社会環境の変化に応じたソーシャルワーク
（コミュニティソーシャルワーク）実践の応用展開力を習得する。

→ 各地域において必要な地域住民向けの研修会等にアドバイザーを派遣し，勉強会
や研修会を開催するなど地域住民の意識啓発を図ります。



アドバイザー派遣について
地域共生社会の実現にむけた取組を推進するため，構成団体の
御要望に応じて，助言や情報提供等を行うアドバイザーを派遣。

 行政職員，福祉専門職，住民等，地域づくりのための勉強会，研修会，座
談会など

 重層的支援体制整備事業移行に係るアドバイス（断らない相談支援，参加
支援，地域づくり等）

 人材育成

御要望がある場合は，事務局または県社会福祉課まで御相談ください。
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